
 
 令和元年５月３１日 

自動車局貨物課  
 

トラックドライバーの長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、 

荷役作業や附帯業務を乗務記録への記載対象とします。 

～中型トラック以上に記録が義務付けられている乗務記録への記載対象の拡大～ 

 

 

 

 

 

 

１．背景 

トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業
活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間
労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要
があります。 
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面

でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関
する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への
取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成２
年７月３０日運輸省令第２１号）を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷
待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。 

 

 

２．乗務記録への記録対象として追加する内容 

（１）対象車両  

車両総重量が８トン以上又は最大積載量が５トン以上の車両に乗務した場合 

（２）対象作業  

①荷役作業（例）積込み、取卸し  

②附帯業務（例）荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業 

※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が１時
間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。 

 

 

３．今後のスケジュール 

施行日：令和元年６月１５日（土） （令和元年５月１０日（金）に公布済み） 

本年６月１５日より、トラックドライバーが車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン

以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合

についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の

協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。 
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